
●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要な防災対応を、
　レベル１から５の５段階に区分したものです。
●各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべき防災
　行動が一目で分かるキーワードを設定しています（レベル５は「避
　難」、レベル４は「高齢者等避難」、レベル３は「入山規制」、レ
　ベル２は「火口周辺規制」、レベル１は「活火山であることに留意」）。
●岩木山の噴火警戒レベルは、噴火警報等でお伝えします。

（高齢者等避難）

 

仙台管区気象台　地域火山監視・警報センター
TEL：022-297-8164  https://www.data.jma.go.jp/sendai/

青森地方気象台
TEL：017-741-7411  https://www.data.jma.go.jp/aomori/

岩木山火山防災協議会事務局：青森県
TEL：017-734-9181  https://www.pref.aomori.lg.jp/



事例なし

事例なし

1600年の噴火：噴石、火砕流、泥流
1618年の噴火：降灰
1782年冬～83年春の噴火：噴煙、噴石、火口列生成
1845年の噴火：噴煙・硫黄湧出
1863年の噴火：噴石

1978年の活動：赤倉沢で噴気活発化

警戒が必要な居住
地域での高齢者等
の要配慮者及び特
定地域の避難、住
民の避難の準備等
が必要。

住民は通常の生活。
火口から居住地域
近くまでの範囲へ
の立入規制等。
状況に応じて高齢
者等の要配慮者の
避難の準備、特定
地域の避難等が必
要。

住民は通常の生活。
火口周辺への立入
規制等。
状況に応じて特定
地域の避難の準備
等が必要。

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

※　特定地域とは、警戒範囲に隣接している弘前市常盤野町会を指す。噴石、火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流で避難道路などが通行不能となる
　　おそれがある区域では、早期避難等が必要。
※　火口とは、岩木山火山噴火緊急減災対策砂防計画で想定された火口をいう。
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